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1 計画の趣旨・位置付け

本計画は、子ども・子育て支援法、次世代育成支援対策推進法及び子どもの貧困対策の推進に

関する法律に基づく法定計画として、琴浦町の子育て施策に関する基本理念や各施策の目標・方

向性などを定めるものです。

乳幼児期の教育・保育の充実や地域における子育て支援、親子の健康の増進、子ども等の安全

の確保、児童虐待防止対策の充実など、妊娠期からの切れ目のない総合的な支援を推進します。

2 基本理念・基本目標

子ども・子育て支援法、次世代育成支援対策推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律の

基本理念では、子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有

するという基本的認識のもとに、家庭、学校、地域、職域、その他の社会のあらゆる分野における

全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、子育てや貧困を家庭のみでの責任とするのではな

く、地域や社会全体で課題を解決し相互協力して行うこととされています。

また、子ども・子育て支援法において、給付や支援内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成

長するよう支援するものであって、良質かつ適切なもので、地域の実情に応じて総合的、効率的に

提供されるよう配慮することと定義されています。

これらの考え方をもとに、基本理念・基本目標を掲げ、子育ての意義についての理解が深められ、

かつ、子育てにともなう喜びが実感されるようなまちづくりを目指します。

◆基本理念

◆基本目標

楽しいよ 子育て一緒に 親育ち 地域で応援 琴浦町

～ゆとりある 豊かな子育て 未来を築く～

1 地域における子育て支援

2 親子の健康確保と増進

3 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

4 子育てを支援する生活環境の整備

5 仕事と家庭の両立

6 子ども等の安全の確保

7 要保護児童・障がい児・子どもの貧困等への対応

第 1章 計画策定の基本的な考え方
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3 期間

計画は、5年を１期として策定するものとし、第２期計画は、令和２年度から令和６年度までを

計画期間としています。なお、各施策の進捗状況について、年度ごとに分析・評価するととも

に、中間年にあたる令和４年度に策定時以降の変化に合わせて、計画の見直しを行います。

平成

27年度 28年度 29年度 30年度

令和

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

見直し
ニーズ

調査実施
策定

中間見直

しに向け

ニーズ

調査実施

見直し

＜本計画の根拠となる法の基本理念＞

◆子ども・子育て支援法◆

（基本理念）

第2条 子ども·子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという

基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、

各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行わなければならない。

2 子ども·子育て支援給付その他の子ども·子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに

成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。

3 子ども·子育て支援給付その他の子ども·子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的

に提供されるよう配慮して行わなければならない。

◆次世代育成支援対策推進法◆

（基本理念）

第3条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという

基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育

てに伴う喜びが実感されるように配慮して行わなければならない。

◆子どもの貧困対策の推進に関する法律◆

（基本理念）

第２条 子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、

その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成される

ことを旨として、推進されなければならない。

２ 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、職業生活の

安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来がその生まれ

育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り

巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。

３ 子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、推進されな

ければならない。

４ 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関係分野における

総合的な取組として行われなければならない。

（第１期計画期間） （第２期計画期間）
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１ 琴浦町の現状

１ 町の総人口・世帯数の推移（人口の動向・世帯の動向）

本町の総人口は年々減少しているが、世帯数についてはほとんど増減がなく 1 世帯あたりの人員数が

減少している。この結果から、単身世帯や核家族世帯が増加していると考えられる。

２ 町の人口構成の推移

本町の人口構成の推移をみると、過去 30 年間で 65 歳以上の高齢者人口の割合は 1.47 倍に増え、

14 歳以下の年少人口は約 5 割減少する等、少子高齢化が著しく進行している。

第２章 子どもと家庭を取り巻く現状と課題
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３ 町の出生状況の推移

本町の出生数及び出生率は、減少しており、特にコロナ禍の影響で令和 2 年の出生数 92 人と初めて

100 人を下回り、出生率（人口千対）は、5.6 だった。一方、合計特殊出生率（1 人の女性が生涯に出

産する平均的子どもの数）は鳥取県より低く 1.39 だった。
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「一般社団法人 持続可能な地域社会研究所」人口予測による

4 町の年齢別人口推移（６歳まで）

６歳までの子どもの人口の推移をみると、平成 26 年度と比較して、令和３年度は 182 人減少

している。長期的な予測でも今後も子どもの数は減少していく見込みとなっている。

692 675 629 605 591 564 

744 718
662 637 616

588

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

2019 2024 2029 2034 2039 2044

未就学児推移予測
※４月時点の人数。（その年に生まれる見込みの０歳児の人数は入っていない。）

入園児数 未就学児数

134 110 114 116 123 108 86 101

117 142 117 117 119 123 115 90

131 117 151 120 121 120 124 110

140 137 122 154 116 121 114 125

138 146 139 123 158 116
115 114

158 141 145 140 123
157

115 117

135 161 143 143 140 123
157

114

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度

6歳までの年齢別人口（年度末）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳



6

5 児童虐待相談件数と児童養護施設への新規入所児童数の推移

要保護児童対策地域協議会（要対協）取り扱い案件は、令和３年度は 66 件だった。重症ケースは

多くないが、関係機関や地域での見守りケースの増加が考えられる。

※鳥取県の相談件数は、虐待と認定された件数のみ

要保護児童等とは

①保護者に監護させることが不適当であると認められる児童：被虐待児童・非行児童など

②保護者のいない児童

③保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童

④出産後の養育について出産前において特に支援が必要と認められる妊婦（特定妊婦）

要保護児童対策地域協議会とは

市町村が実施主体で、要保護児童等を関係機関で情報共有しながら、見守り･サポートしてい

く組織
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６ 生活保護世帯に属する子どもと世帯数の推移

子どものいる生活保護世帯の数は年々減少している。全国や県との割合と比較しても低い水準に

ある。

出典：鳥取県子どもの貧困対策推進計画〔第２期〕
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７ 児童扶養手当受給世帯数と受給対象児童数の推移

児童扶養手当受給世帯数と受給対象児童数は、年々減少傾向にあるが少子化による自然減とみら

れ、全児童数に占める児童扶養手当受給世帯の児童は、ほぼ横ばい状態である。
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８ 女性の労働力率

本町の女性の労働力率は、全国や鳥取県よりも概ね高く、また女性の労働力率が低下するといわ

れている「出産・育児期」においても低下は見られない。

労働力率とは

生産年齢人口(15 歳以上人口)中に占める労働力人口の比率。

全国的にみると女性の労働力率は、出産・育児期にあたる 30 歳代で落ち込み、子育てが一段

落した後に再就職する人が多く「Ｍ字カーブ」を描いている。
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２ 琴浦町の子どもの状況と子育ての実態（ニーズ調査より）

本町における子育て支援サービスの量及び質のニーズを把握し、第２期琴浦すくすくプラン策定

の基礎資料とするために、「ニーズ調査」を実施しました。また、中間見直しのために令和３年度に

も調査を実施しました。

※『「第２期琴浦すくすくプラン」中間見直しに向けたニーズ調査報告書』から抜粋して掲載。

平成 30 年度 子ども・子育て支援に関するニーズ調査概要（第２期計画策定に向けて）

令和 3 年度 子ども・子育て支援に関するニーズ調査概要（第２期計画中間見直しに向けて）

※各設問の基数となる実数は、（ｎ＝○○）と表示する。

①就学前児童保護者調査 ②小学生児童保護者調査

（１）調査地域 町内全域 町内全域

（２）調査対象 琴浦町に居住する就学前児童のいる世帯 琴浦町に居住する小学生児童のいる世帯

（３）調査方法
各こども園・保育園を通じて配付

（一部郵送）→回収
各小学校を通じて配付→回収

（４）調査期間 平成3１年1月７日～１月31日 平成31年1月７日～１月31日

（５）回収状況
配 布 数： 約 650部
回 収 数： 461部
回 収 率： 70.9%

配 布 数： 約 650部
回 収 数： 528部
回 収 率： 81.2%

①就学前児童保護者調査 ②小学生児童保護者調査

（１）調査地域 町内全域 町内全域

（２）調査対象 琴浦町に居住する就学前児童のいる世帯 琴浦町に居住する小学生児童のいる世帯

（３）調査方法
各こども園・保育園を通じて配付

（一部郵送）→回収
各小学校を通じて配付→回収

（４）調査期間 令和３年6月15日～7月9日 令和３年6月15日～7月9日

（５）回収状況
配 布 数： 約 500部
回 収 数： 344部
回 収 率： 68.8%

配 布 数： 約 650部
回 収 数： 472部
回 収 率： 72.6%
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１ 保護者の就労状況について [就学前児童調査結果より]

○フルタイムで就労している父親は、97.6%（休暇中含む）、1 日の就労時間が 9 時間以上は、

27.2％になる。
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60.0%

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

問８（１） 父親の1週当たり（就労日数）

0.3% 0.3% 2.1%

52.6%

14.5%

7.6%
2.7% 1.5% 0.9%

4.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

5時
間

以
下

6時
間

7時
間

8時
間

9時
間

10
時

間

11
時

間

12
時

間

そ
れ

以
上

無
回

答

問８（１） 父親の1日あたり（就労時間） ｎ=331
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○母親の就労状況は、フルタイムが 60.6％（休暇中含む）、パート・アルバイトが 29.7%

（休暇中含む）で合わせて 90.3％になり、週５日以上の勤務が 90.1％、8 時間以上の勤務が

57.6％になる。

48.1%

12.5%

26.5%

3.2%

7.9%

0.3%

1.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

フルタイムで就労しており、育休・介護休暇中でない

フルタイムで就労しており、育休・介護休暇中である

パート・アルバイト等で就労しており、育児・介護休暇中でない

パート・アルバイト等で就労しており、育児・介護休暇中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

問9 母親の就労状況 n=343

0.0% 0.3% 1.6%
6.0%

78.4%

9.8%
1.9% 1.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
60%

70%

80%

90%

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

問９（１） 母親の１週当たり（就労日数） n=315

11.1%
14.2% 12.0%

48.1%

7.0%
1.9% 0.3% 0.3% 0.0% 2.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5時
間

以
下

6時
間

7時
間

8時
間

9時
間

10
時

間

11
時

間

12
時

間

そ
れ

以
上

無
回

答

問９（１） 母親の１日あたり（就労時間） n=316
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○「急な残業や出張が入ってしまう」「自分の代わりに面倒をみる人がいない」「職場の理解が得

られない」と感じる人が減少してきており、「特にない」の回答も、H25 調査では、7.7％だった

のに対し、今回の調査では 21.8％と 14.1％増えている。このことから、子育てに対する、職場の

理解やその他の子育て支援が進んできていることがわかる。

一方、「子どもと接する時間が少ない」と感じる人が、H25 調査では 52.7％だったのに対し、

今回調査では 39.8％と 12.9％減少している。

34.0%

34.0%

3.2%

7.6%

2.6%

0.6%

39.8%

14.5%

21.8%

36.4%

42.1%

6.3%

11.1%

2.8%

1.3%

42.5%

8.2%

8.0%

45.0%

46.6%

5.8%

17.7%

2.3%

1.6%

52.7%

9.3%

7.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

急な残業や出張が入ってしまう

自分が病気・けがをしたときや子どもが急に病気に

なったときに代わりに面倒をみる人がいない

家族の理解が得られない

職場の理解が得られない

子どものほかに面倒をみなければならない人がいる

仕事で帰宅が遅くなる時や土日が仕事の時などに子ど

ものめんどうをみてくれる人がいない

子どもと接する時間が少ない

その他

特にない

問１０ 仕事と子育てを両立させる上で大変なこと（複数回答可）

今回調査R3 n=344 前回調査H30  n=461 前々回調査H25  n=429
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２ 地域子ども・子育て支援事業について [就学前児童調査結果より]

○利用経験については、子育て支援センター77.3％（H30 調査 52.1％）、子育て応援ガイドブ

ック 60.2％（H30 調査 46.2％）と利用が増えている。

○今後の利用希望については、どの事業についても一定の利用希望がある。

84.9%

77.3%

11.0%

7.3%

6.4%

18.6%

29.9%

8.1%

18.6%

60.2%

32.3%

12.8%

20.9%

84.6%

89.2%

90.7%

78.2%

67.2%

88.7%

77.6%

37.2%

65.4%

2.3%

1.7%

4.4%

3.5%

2.9%

3.2%

2.9%

3.2%

3.8%

2.6%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

赤ちゃん訪問

子育て支援センター

一時預かり事業

休日保育事業

病児・病後児保育事業

子育てや家庭教育に関する講座・講演会

児童館（東伯・赤碕文化センター）

ファミリー・サポート・センター

子育て世代包括支援センター「すくすく」

琴浦町子育て応援ガイドブック

母子手帳アプリ

問１１ 子育て支援事業の利用経験

利用したことがある 利用したことがない

n=344

53.8%

58.7%

34.0%

34.0%

39.8%

41.0%

59.9%

36.0%

36.3%

60.2%

38.1%

39.8%

35.5%

59.3%

60.5%

54.4%

53.2%

34.3%

58.1%

56.4%

33.4%

56.7%

6.4%

5.8%

6.7%

5.5%

5.8%

5.8%

5.8%

5.8%

7.3%

6.4%

5.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

赤ちゃん訪問

子育て支援センター

一時預かり事業

休日保育事業

病児・病後児保育事業

子育てや家庭教育に関する講座・講演会

児童館（東伯・赤碕文化センター）

ファミリー・サポート・センター

子育て世代包括支援センター「すくすく」

琴浦町子育て応援ガイドブック

母子手帳アプリ

問１１ 子育て支援事業の今後の利用希望

利用したい 利用しない 無回答

n=344



15

３ 放課後の子どもの過ごし方について [小学生児童調査結果より]

○放課後の子どもの過ごし方は「自宅」が 66.1％で最も多いが、H30 調査と比べ 10％少なくな

っている。次に「放課後児童クラブ」28.6％、「習い事（スポ少、塾等）」28.4％の順に多い。

○小学生が放課後を過ごす環境について望むことは、「公園などの身近な遊び場の整備」42.4％

「就労の有無に関わらす、様々な体験をしながら時間を過ごせる場や機会の提供」が 39.8％

66.1%

8.7%

28.6%

28.4%

0.8%

0.2%

0.0%

1.7%

76.1%

12.7%

25.9%

35.2%

1.7%

1.5%

0.0%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自宅

祖父母宅や友人宅

放課後児童クラブ

習い事（スポ小、塾等）

児童館・文化センター

放課後子ども教室

ファミリーサポート・センター

その他（公民館、公園など）

問１１ 平日の放課後の子どもの過ごし方

今回調査R3 n=472 前回調査H30 n=528

30.1%

42.4%

39.8%

26.9%

33.1%

16.5%

7.6%

16.7%

10.8%

7.6%

3.8%

25.9%

43.6%

43.8%

31.1%

34.1%

30.9%

8.5%

13.8%

9.1%

6.1%

2.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

放課後児童クラブの対象、開設時間の拡大や活動内容の充実

公園などの身近な遊び場の整備

保護者の就労の有無に関わらず、様々な体験をしながら時間を過ごせる場や機会...

子どもが自らの発想のもとに自由に遊べる遊び場の整備

室内で、遊具が備えられた遊び場の整備

子ども食堂など、気軽に立ち寄ることができる身近な地域の居場所の提供 

高齢者や幼児など異年齢や世代間の交流ができる場や機会の提供

地域において、子どもの活動に関わったり見守りをしてくれる支援者の増加

放課後や休日の子ども向け事業に関する情報提供

習い事やスポーツ少年団等で忙しいので、特に必要はない

その他

問１２ 小学生が放課後を過ごす環境について望むこと

今回調査R3   n=472 前回調査H30  n=528
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４ 放課後児童クラブについて [就学前児童・小学生児童調査結果より]

○夏休み等の長期休業の利用については、「低学年の間は利用したい」23.5％、「高学年になって

も利用したい」15.7％、あわせて 39.2％

○放課後児童クラブ指導員に必要と考える能力については「子どもとの関わりに関する能力」が

68.1％、「事故防止・ケガの予防と対応力」が 56.4％と高い。

23.5%

15.7%

11.6%

49.1%

問１３（２）夏休み等の長期休業の利用について

低学年の間は利用したい 高学年になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

n=344

47.9%

68.1%

19.0%

36.2%

56.4%

34.4%

30.1%

3.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

子どもの発達に関する理解

子どもの関わりに関する能力

多様な遊びに関する知識

特別な支援が必要な子どもとの関わり方に関する能力

事故防止・ケガの予防と対応力

健康・衛生管理に関する知識

保護者との関わりに関する能力

その他

問１４  放課後児童クラブ指導員に必要と考える能力 n=163

[就学前児童調査]

[小学生児童調査]
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５ 新型コロナウイルス感染症の影響について [就学前児童調査結果より]

○新型コロナウイルス感染症に伴う世帯収入への影響については、「減少した」14.0％「将来減

少すると感じる」11.6％で、あわせて 25.6％が世帯収入に影響があると回答している。

17.1%

94.3%

40.7%
33.6%

23.9%

40.4%

6.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

子
ど
も
の
体
力
低
下

子
ど
も
と
一
緒
に
遊
び

場
や
イ
ベ
ン
ト
に
行
き

に
く
く
な
っ
た
こ
と

家
で
過
ご
す
時
間
が
増

え
た
こ
と
に
よ
る
、
子

ど
も
と
の
過
ご
し
方

子
ど
も
の
精
神
面
の
不

安
定
化
や
ス
ト
レ
ス
増

加

子
ど
も
の
発
育
面
・
健

康
面

子
ど
も
の
医
療
機
関
等

へ
の
受
診

そ
の
他

問１７（１） 新型コロナウイルスの影響で子どものことで不安なことや困っていること

n=344

減少した 14.0%

将来減少すると感じる 

11.6%

あまり関係がない 

65.7%

その他 1.2%

わからない 6.7%

無回答 0.9%

問１５  新型コロナウイルス感染症に伴う世帯収入への影響

減少した 将来減少すると感じる

あまり関係がない その他

n=344

31.8%

32.3%

25.1%

5.6%

10.8%

65.1%

30.3%

12.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

収入が減ってしまうこと、仕事ができないこと

仕事が休めない、業務負担が増大したこと

家事や育児の負担が増えること

パートナーとの関係が悪化すること

子どもとの関係が悪化すること

自分自身のストレスの増加

コロナ対応のための支出が増えること

その他

問１６（１）新型ウイルス感染症の影響で生活面で心配なこと困っていること（複数回答可） n=344
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６ 子育て世帯の経済状況について [就学前児童・小学生児童調査結果より]

○子育て世帯の経済状況については、「過去１年間に経済的な理由で子どもに必要なものが買えな

いことがあったか」の質問ついて「よくあった」「あった」が全体の 3.8％だった。具体的には、「制

服、体操服、靴、辞書」など学校生活に必要なものが多かった。

○「過去１年間に子どもの成長に必要な食材が買えないことがあったか」の質問には、「よくあっ

た」0.3％、「あった」0.9％で具体的に買えなかったもの等については、「値上がりした野菜、全

体的に食事の品数を減らした」などの回答があった。

よくあった 0.2%

あった 3.6%

なかった 

94.5%

無回答 1.7%

問１８ 過去1年間に、経済的な理由で子どものために必要なものが

買えないことがあったか

よくあった あった なかった 無回答

n=472

よくあった 0.3%

あった 0.9%

なかった 97.4%

無回答 1.5%

問１９  過去１年間に子どもの成長に必要な食材が買えないことがあったか

よくあった あった なかった 無回答 n=344

よくあった 0.3%

あった 0.9%

なかった 97.4%

無回答 1.5%

問１９  過去１年間に子どもの成長に必要な食材が買えないことがあったか

よくあった あった なかった 無回答 n=344

[小学生児童調査]

[就学前児童調査]
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７ 子育てについて感じていること等について [就学前児童調査結果より]

○子育てについては「楽しいと感じることが多い」「どちらかというと楽しいと感じることが多

い」をあわせて 88.3％の人が子育てをプラスにとらえる回答をしている。

○理想の子どもの人数については、「3 人」が最も多く 49.7％、3 人以上の希望をあわせると

63.7％になる。

39.8%

48.5%

6.1%
1.5% 0.6% 0.0%

3.5%

39.3%

49.9%

3.5% 1.3% 1.3% 3.0% 1.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

楽
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が

多
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
楽
し

い
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
辛
い

と
感
じ
る
こ
と
が
多
い

辛
い
と
感
じ
る
こ
と
の
方

が
多
い

そ
の
他

分
か
ら
な
い

無
回
答

問２０ 子育てについて感じること

今回調査R3 n=344 前回調査H30 n=461

0.6%
3.2%

31.7%

49.7%

10.2%

3.8%
0.9%0.7% 2.6%

28.4%

54.0%

9.5%
2.6% 2.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上 無回答

問２１ 理想の子どもの人数

今回調査R3 n=344 前回調査H30 n=461
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○「理想の子どもの数と合っているか」の質問については、約半数にあたる 48.5％が「合ってい

る」と回答している。一方「理想の子どもより少ない」35.5％、「理想の子どもは持てないと思

う」5.2％となり、その理由として一番多かった回答が「子育てにお金がかかり過ぎるから」

47.9％、二番目に「仕事と家庭の両立が大変だから」45.0％となり、H30 調査と同様の順にな

った。

合っている 

48.5%

理想の子どもの数より少

ない 35.5%

理想の子どもの数は持

てないと思う 5.2%

理想の子どもの数より多い 

7.3%

その他 1.5%
わからない 1.5%

無回答 0.6%

問２２ 理想の子どもの数と合っているか

合っている

理想の子どもの数より少ない

理想の子どもの数は持てないと思う

理想の子どもの数より多い

その他

わからない

無回答

n=344

47.9%

45.0%

7.9%

10.7%

18.6%

20.0%

15.7%

24.3%

4.3%

2.9%

8.6%

25.0%

44.2%

34.7%

6.0%

7.5%

13.6%

17.1%

10.1%

26.1%

5.0%

6.5%

5.5%

32.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

育児や教育にお金がかかり過ぎるから

仕事と家庭の両立が困難だから

社会環境から見て、子どもの将来に明るい期待が持てないから

子育てに自信がないから

子育て時に職業を離れることになり、失う所得が大きいから

出産、育児の肉体的負担に耐えられないから

出産、育児の精神的負担に耐えられないから

高齢のため

自分や夫婦の時間を大切にしたいから

定年までに子どもが成人して欲しいから

夫の家事・育児への協力が得られないから

その他

問２２（１）理想の子どもが持てない理由（４つ以内）

R3調査 n=140 H30調査 n=199
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○有効な子育て支援としては、一番多かった回答が「子育て世帯への経済的支援」70.1％、２番

目が「仕事と家庭の両立支援」59.6％の順となり、H30 調査と同様の順になった。

48.8%

47.7%

70.1%

17.7%

29.7%

48.5%

30.5%

43.9%

51.2%

59.6%

33.1%

14.2%

4.1%

2.9%

42.3%

46.2%

61.4%

11.9%

21.3%

40.8%

21.0%

33.6%

37.3%

54.0%

26.5%

8.2%

3.5%

2.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

地域における子育て支援の充実

保育サービスの充実

子育て世帯への経済的支援

子育て支援ネットワークづくり

地域における子どもの活動拠点の充実

妊娠・出産に対する支援

母親・乳幼児の健康に対する安心

子どもの教育環境の充実

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

仕事と家庭生活が両立できる支援

子どもを対象とした犯罪・事故の軽減

要保護児童に対する支援

その他

特にない

問23 有効な子育て支援・対策（複数回答可）

今回調査R3  n=344 前回調査H30  n=461
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○町の子育て支援について感じていることについては以下のとおりとなり、全ての項目で H30 調

査より「はい」の割合が高くなっている。

65.7%

65.4%

62.8%

50.9%

43.9%

64.5%

40.1%

58.1%

37.5%

46.2%

36.3%

56.4%

10.8%

9.0%

12.2%

23.8%

15.7%

5.8%

9.6%

5.5%

17.7%

19.8%

39.8%

5.5%

22.4%

24.4%

23.5%

24.1%

39.2%

28.2%

48.8%

34.9%

43.3%

32.3%

22.7%

36.9%

1.2%

1.2%

1.5%

1.2%

1.2%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.7%

1.2%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

保育サービスに満足していますか

子どもがいても安心して働けますか

乳幼児健診の体制に満足していますか

小児医療体制に満足していますか

子どもの教育環境が充実していると思いますか

青少年が健全に過ごせる町だと感じますか

障がいなどの配慮の必要な子どもが安心して育てられる町

だと思いますか

学校などの公共施設が子どもにとって安心できる場だと思

いますか

地域ぐるみで子どもを見守る体制ができていると思います

か

子育てが地域の人たちに支えられていると感じますか

公園などの遊び場が充実していると思いますか

犯罪被害にあうことの少ない安全な町だと思いますか

問２５ 琴浦町における以下の分野について感じていること

はい いいえ どちらでもない 無回答

n=344
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○町の子育て支援についての肯定的な回答について、これまでに実施してきたニーズ調査との比

較を行った。全ての項目で満足度があがっている結果になった。

65.7%

65.4%

62.8%

50.9%

43.9%

64.5%

40.1%

58.1%

37.5%

46.2%

36.3%

56.4%

62.7%

60.5%

54.0%

44.3%

36.4%

52.3%

34.3%

52.7%

35.1%

42.5%

27.5%

44.9%

54.4%

50.1%

48.5%

41.9%

31.8%

47.1%

27.8%

47.5%

30.4%

36.9%

9.4%

42.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

保育サービスに満足している

子どもがいても安心して働ける

乳幼児健診の体制に満足している

小児医療体制に満足している

子どもへの教育環境が充実している

青少年が健全に過ごせる町だ

障がいのある子どもが安心して育てられる町だ

学校などの公共施設が子どもにとって安心できる場所だ

地域ぐるみで子どもを見守る体制ができていると思う

子育てが地域の人たちに支えられている

公園などの遊び場が充実している

犯罪被害にあうことの少ない安全な町だ

問２５関係 琴浦町の子育て支援に対する満足度の比較

今回調査R3  n=344 前回調査H30  n=461 前々回調査H25  n=429
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１ 基本的事項

１ 教育・保育提供区域の設定

琴浦町の定める子ども・子育て支援法第 62 条第 2 項第 1 号の規定に基づく教育・保育提供

区域は、全町 1 区域とします。また、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業は、全町共

通とすることを基本とします。

これをもとに、教育・保育の量の見込み、並びに実施しようとする教育・保育の確保の内容

及びその実施時期を定めていきます。

また、利用者の意向や実態に則して、個別の調整（広域入所等）を臨機応変に行ないます。

２ 教育・保育の量の見込み

琴浦町における令和 2 年度～６年度の各年度の児童数の予測や教育・保育施設の利用率をも

とに、ニーズ調査の結果を加味して、教育・保育の量の見込みを定めます。

◆教育・保育給付の認定区分◆

◆教育・保育給付の年度別認定区分人数（量の見込み）◆

（人）

認定区分 認定要件 受入施設

1 号 満 3 歳以上の子どもで、教育を希望する児童
幼稚園

認定こども園

2 号
満 3 歳以上の子どもで、保護者の就労又は疾病等の

保育の必要な事由に該当し、保育を希望する児童

保育所（園）

認定こども園

3 号
満 3 歳未満の子どもで、保護者の就労又は疾病等の

保育の必要な事由に該当し、保育を希望する乳幼児

保育所（園）

認定こども園

地 域 型 保 育

認定区分 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ５ Ｒ６

1 号 45 45 44 56 56

2 号 354 319 327 300 276

3 号 274 271 268 242 251

第３章 子ども・子育て支援事業計画に係る基本的事項について
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◆教育・保育給付の年度別年齢別認定区分人数◆

（人）

年齢は、4 月 1 日の年齢を表す。

0 歳児は、年度末には 0～1 歳 11 か月を表している。（2 年度分）

１歳児は、年度末には２歳～2 歳 11 か月を表している。（1 年度分）

2 歳児以降は、1 歳児と同様。（1 年度分）

年度 区分 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計

令

和

２

年

度

児童数 232 123 119 122 116 154 866

1 号 7 11 13 14 45

2 号 111 103 140 354

3 号 72 102 100 274

上記以外 160 21 12 0 0 0 193

令

和

３

年

度

児童数 238 113 123 119 122 116 831

1 号 7 11 13 14 45

2 号 108 109 102 319

3 号 74 94 103 271

上記以外 164 19 13 0 0 0 196

令

和

４

年

度

児童数 238 119 113 123 119 122 834

1 号 7 11 13 13 44

2 号 112 106 109 327

3 号 74 100 94 268

上記以外 164 19 12 0 0 0 195

令

和

５

年

度

児童数 200 101 90 110 125 114 740

1 号 7 16 16 17 56

2 号 94 109 97 300

3 号 74 90 78 242

上記以外 126 11 5 0 0 0 142

令

和

６

年

度

児童数 200 100 101 90 110 125 726

1 号 7 16 16 17 56

2 号 74 94 108 276

3 号 74 89 88 251

上記以外 126 11 6 0 0 0 143
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３ 教育・保育提供体制の確保

令和２年度から６年度まで年度ごとに量の見込みに対する確保策に従い、教育・保育体制を

整備します。

保育士不足については、近年全国的な問題ですが、琴浦町においても課題となっています。女

性の就労率が高く、0 歳～2 歳児までの低年齢児からの入園が多いことが要因として考えられま

す。低年齢児の受け入れには、3 歳以上児に比べ、多くの保育士の配置が必要となり、保育士の

確保が不可欠になります。引き続き、県や他の市町村と連携し、量の見込み全ての教育・保育を

実施していきます。

◆教育・保育の量の見込みと確保策◆

【１号認定】 単位 R2 R3 R4 R5 R6

①量の見込み 人 45 45 44 56 56

②確保方策（定員） 人 47 47 47 60 60

②－① 人 2 2 3 4 ４

【２号認定】 単位 R2 R3 R4 R5 R6

①量の見込み 人 354 319 327 300 276

②確保方策（定員） 人 357 357 357 334 334

②－① 人 3 38 30 34 58

【3 号認定】1.2 歳児 単位 R2 R3 R4 R5 R6

①量の見込み 人 202 197 194 168 177

②確保方策（定員） 人 240 240 240 220 220

②－① 人 38 43 46 52 43

【3 号認定】0 児 単位 R2 R3 R4 R5 R6

①量の見込み 人 72 74 74 74 74

②確保方策（定員） 人 76 76 76 76 76

②－① 人 4 2 2 2 2
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４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保策

地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法第 59 条に定められた事業で、地域の子

育ての実情に応じ、子ども・子育て支援事業計画に基づき実施する事業です。

令和２年度から令和 6 年度まで年度ごとに各事業の量の見込みに対する確保策に従い、地域子ど

も・子育て支援事業を推進していきます。

（１） 利用者支援事業（子育て世代地域包括支援センター「すくすく」）

妊娠期から子育て期までの身近な相談窓口として保健師や栄養士などが相談に応じ、必要に応じ

関係機関とも連携しながら、それぞれのニーズに合わせて総合的にサポートしていきます。

また、法の改正により令和 6 年度から開設を予定している、全ての妊産婦、子育て世帯、子ども

を対象に母子保健と児童福祉の一体的な支援を行う「こども家庭センター」の設置に伴い、現在の

子育て世代地域包括支援センター「すくすく」の相談支援体制の拡充を図ります。

（２） 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、

助言その他の支援を行う事業です。

○実施場所 多世代交流施設内「ひまわり」

赤碕こども園内 「アトリエ・ラボ」

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み 施設数 １ １ １ １
１

拡充

確保方策 施設数 １ １ １ １
１

拡充

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み
月当たり延

べ利用人数
300 300 300 320 320

確保方策 施設数 ２ ２ ２ ２ ２
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（３） 妊婦健康診査事業

妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、検査計測、保健指導とともに、妊娠期間中の適

時に必要に応じた医学的検査を実施するとともに、妊婦に対し定期健康診査の費用の一部を助成し

ます。

○回数 医療機関委託健康診査（1 人につき 14 回の健診）

（４）産後健康診査事業

産後 2 週目と 4 週目に産後健康診査を実施し、妊婦の心身の状況や授乳状況を把握することで、

産後うつ等の早期発見、早期支援を行います。また、健康診査費用の一部を助成します。

○回数 医療機関委託健康診査（1 人につき２回の健診）

（５）乳児家庭全戸訪問事業

生後４ヵ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や、養育環境

の把握を行います。（現状では、出産後 2 ヵ月未満の産婦と新生児の家庭を保健師が訪問し、計測

や健康観察、保健指導を行う事業となっています。）

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み
年間延べ

回数
1,540 1,540 1,540 1,400 1,400

確保方策
年間延べ

回数
1,540 1,540 1,540 1,400 1,400

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み
年間延べ

回数
220 220 220 200 200

確保方策
年間延べ

回数
220 220 220 200 200

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み

（赤ちゃん

訪問数）

年間延べ

回数
110 110 110 100 100

確保方策
年間延べ

回数
110 110 110 100 100
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（６）養育支援訪問事業及び要保護児童対策協議会機能強化事業

子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な理由で養育支援が必要となっている家庭

に対して、家庭訪問し養育に関する指導・助言を行います。併せて要保護児童対策協議会の連携強

化を実施します。

養育支援訪問事業

（7）子育て短期支援事業

保護者の疾病等の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童につ

いて、児童養護施設等の利用により必要な保護を行います。〔短期入所生活援助事業（ショートステ

イ事業）・夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）〕

（８）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

児童の預かり等の援助を受けることを希望する方（依頼会員）と、援助を行うことを希望する方

（提供会員）との相互援助活動に関する連絡・調整を実施する事業です。預かりだけではなく、定

期利用等のニーズが増えてきているため利用の増加につながっています。

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み
年間延べ

人数
40 40 40 20 20

確保方策
年間延べ

人数
40 40 40 20 20

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み
年間延べ

人数
8 8 8 ８ ８

確保方策 施設数 1 1 1 4 4

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み
年間延べ

利用人数
50 50 50 150 150

確保方策
年間延べ

利用人数
50 50 50 150 150
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（９）一時預かり事業（一時保育事業）

急な用事や産前産後等、家庭で一時的に保育が困難となった場合に、認定こども園・保育園で一

時的に預かり保育を行います。

○実施場所 やばせこども園、みどり保育園

（10）延長保育事業

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間に、認定こども

園、保育園等において保育を行います。

○実施場所 町内の全てのこども園・保育園で実施（公立５園・私立園２園）

（11）休日保育事業

保護者の就労等の理由により、日曜日・祝日等に家庭で保育ができない場合に保育を行います。

○実施場所 しらとりこども園「休日保育室ぽかぽか」

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み
年間延べ

利用人数
200 200 200 200 200

確保方策 施設数 2 2 2 2 2

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み
実利用

児童数
230 230 230 200 200

確保方策
実利用

児童数
230 230 230 200 200

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み
年間延べ

利用人数
60 60 60 60 60

確保方策 施設数 １ １ １ １ １
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（1２）休日保育室開放事業（ぽかぽかオープンデー）

休日に未就学の子どもと保護者が一緒に過ごせる場所の提供として、休日保育室や園庭の開放を

行います。

○実施場所 しらとりこども園「休日保育室ぽかぽか」等

（1３）病児・病後児保育事業

病児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時

的に保育等を行います。

○実施場所 【病児保育】厚生病院内「きらきら園」、【病後児保育】みどり保育園内「キッズ・サンサン」

（1４）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

保護者の就労や疾病等により、授業の終了後や長期休業期間中に小学校の余裕教室、児童館等を

利用して適切な遊び及び生活の場を提供します。

○実施場所 通常児童クラブ 町内 5 ヵ所（各小学校区）

・浦安放課後児童クラブ（浦安小学校区） ・八橋放課後児童クラブ（八橋小学校区）

・聖郷放課後児童クラブ（聖郷小学校区） ・船上放課後児童クラブ（船上小学校区）

・しおかぜクラブ （赤碕小学校区）

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み
年間延べ

利用人数
70 70 70 70 70

確保方策 施設数 １ １ １ １ １

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み
年間延べ

利用人数
30 30 30 30 30

確保方策 施設数 2 2 2 2 2

単位 R２ R3 R4 R5 R6

６～11 歳

人口推計
人 877 865 843 821 799

量の見込み
登録児童数

（年度当初）
215 219 224 213 207

確保方策 定員児童数
270

内 40 人長期のみ

270

内 40 人長期のみ

270

内 40 人長期のみ
250 250
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（1５）多様な事業者の参入促進・能力活用事業

地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設等の量的拡大を進める上で、必要に応じて、多様

な事業者の新規参入を支援するほか、認定こども園、保育園等における特別な支援が必要な子ども

の受入体制を構築することで、良質かつ適切な教育・保育等の提供体制の確保を図ります。

《今後新たに実施を検討していく事業》

令和 4 年 6 月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」において、新たな家庭支援事

業が児童福祉法に位置付けられました。（施行：令和 6 年 4 月 1 日）

町の子育て支援についての課題等を踏まえ検討を行い、次期計画に位置付けていきます。

◇児童育成支援拠点事業（学校や家以外の子どもの居場所支援）

養育環境等の課題（虐待リスクが高い、不登校等）を抱える主に学齢期の児童を対象に、児童の

居場所となる拠点を開設し、児童に生活の場を与えるとともに児童や保護者への相談等を行う。

◇親子関係形成支援事業（親子関係の構築に向けた支援）

要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定妊婦等を対象に親子間の適切な関係性の構築を目

的とし、子どもの発達の状況等に応じた支援を行う。

５ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保

令和元年 10 月から実施の幼児教育・保育の無償化に伴い、新たに子育てのための施設等利

用給付が創設されました。この給付の実施にあたり、保護者の経済的負担の軽減や利便性等を

勘案し、公正かつ適正な給付を行います。

単位 R２ R3 R4 R5 R6

量の見込み ―
必要に応じ

実施

必要に応じ

実施

必要に応じ

実施

必要に応じ

実施

必要に応じ

実施

確保方策 ―
必要量に

対応

必要量に

対応

必要量に

対応

必要量に

対応

必要量に

対応



33

6 教育・保育一体的提供

乳幼児期における育ちの連続性の確保や教育・保育ニーズへの柔軟な対応といった視点から、

認定こども園・保育園を子どもの育ちの場として本町の教育・保育施策を長期的、安定的に推進

するための柱として位置付けます。

さらに、幼児教育の充実を図るため、公立の「保育所型」のこども園を「幼保連携型」へ類型

変更しました。

併せて、認定こども園は地域における子育て支援を行う機能を持つこととされています。全て

の子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談事業等を実施します。

◆認定こども園◆

◆保育園◆

7 認定こども園等から小学校、小学校から中学校への円滑な接続

子どもの健やかな成長を図るため、認定こども園、保育園、小学校、中学校等、関係する教職員

が異なる校種について理解を深めることで資質や指導力を高めています。また、校種間の接続にお

いて起こりうる「小１プロブレム」「中１ギャップ」といった子どもの不適応や問題行動等の課題に

対しても、関係機関が連携を密にすることで、解決に向けて取り組んでいきます。

◆主な取り組み◆

○「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」の共通理解（園・小学校）

○小学校区を中心とした「接続カリキュラム」の活用（園・小学校）

○早期支援につなげるための「４歳児訪問」「５歳児訪問」（子育て応援課・教育総務課共催）

○学校職員による幼児教育体験研修

○学力向上部・生徒指導部等、小中学校教職員で共通実践・研究している 琴浦町教育研究会

○専門部研究会、人権・同和教育推進連絡会で共通実践・研究している 琴浦町乳幼児教育研究会

○幼児・児童・生徒の個別の課題解決に向けた関係者支援会議 等

類型 施設名 公私の別

幼保連携型

琴浦町立やばせこども園 公立

琴浦町立しらとりこども園 公立

琴浦町立ふなのえこども園 公立

琴浦町立こがねこども園 公立

琴浦町立ことうらこども園 公立

社会福祉法人赤碕こども園 私立

施設名 公私の別

一般財団法人みどり保育園 私立
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8 子育てを支える地域づくりを推進するための取り組み

人口減少、核家族化、少子化が進む中、子どもや子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化してい

ます。全ての子どもの健やかな育ちを保障していくため、様々な世代、立場から子育て家庭に目を

向けてもらい、子どもが成長していく過程において、共に見守り育てていく「子育てを支える地域

づくり」を進めます。

◆子育てを支えるそれぞれの役割◆

主 体 役 割

琴浦町

「琴浦すくすくプラン」の基本理念にのっとり、子育て支援等に取り組む

人材の確保及び育成を図り、適切な子育て支援に関する施策を実施します。

県・保護者・地域住民・事業主と連携協力して子育て支援等に取り組む体

制を整備します。

鳥取県
「子育て王国とっとり推進指針」にのっとり、子育て支援施策を総合的に

推進します。市町村・子育て支援団体への助言及び援助を行います。

保護者

自らが、子育てについて第一義的な責任を有することを自覚して、子ども

を大切にし、子どもが基本的生活習慣を身につけ、心身ともに健やかに成長

するよう努めます。

それぞれの子どもに応じた最良の子育て支援等を受けるよう努めます。

地域住民
基本理念にのっとり、子ども及び子育てに対する関心を高め、地域におけ

る子育て支援等に協力し、子どもを産み、育てやすい環境の整備に努めます。

民生児童

委員

担当区域の児童・妊産婦・母子家庭などの状況把握を行い、子育てなどの

不安に関する様々な相談・支援を行います。

主任児童

委員

地域の児童福祉に関する機関と連携し、区域担当の民生児童委員の活動を

サポートします。

事業主

仕事と家庭の両立が図られるよう雇用環境を整備することに努めます。

地域における子育て支援等に協力するよう努めます。

職場における出産及び子育てを支援する制度の活用が妨げられることが

ないよう、働く人の意識啓発及び相互理解の促進に配慮します。

希望する全ての女性が安心して子どもを産め、男女を問わず子育てしやす

い職場とするよう努めます。
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１ 施策体系図

本町の子どもたちが、地域の関りのなかで豊かに育ち、次の社会をつくる原動力となるよう、基

本理念をもとに７つの基本目標を掲げ、一人ひとりの健やかな育ちが実現される社会を目指します。

楽
し
い
よ

子
育
て
一
緒
に

親
育
ち

地
域
で
応
援

琴
浦
町

～
ゆ
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り
あ
る

豊
か
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子
育
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未
来
を
築
く
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基 本 目 標 行動計画基本理念

１.地域における子育て支援

（1） 教育・保育施設の整備

（2） 地域子ども・子育て支援事業の充実

（3） 子育て支援に関する情報提供

（4） 児童の健全育成

２.親子の健康確保と増進

（1） 子どもや保護者、家族の健康の確保

（2） 「食育」の推進

（3） 思春期保健対策の充実

（4） 小児医療の充実

３.子どもの心身の

健やかな成長に資する

教育環境の整備

（1） 次代の親の育成

（2） 子どもの生きる力の育成に向けた教育環境

等の整備

（3） 家庭や地域の教育力の向上

（4） 子どもを取り巻く有害環境対策の推進

４.子育てを支援する

生活環境の整備

（1） 安全・安心なまちづくりの推進

（2） 良好な居住環境の確保

（3） 子どもの安全な遊び場の整備

５.仕事と家庭の両立
（1） 働き方の見直し

（2） 仕事と子育ての両立支援

６.子ども等の安全の確保

（1） 乳幼児の不慮の事故防止への取り組み

（2） 交通安全の確保

（3） 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の

推進

（4） 被害に遭った子どもの保護の推進

７.要保護児童・障がい児・

子どもの貧困等への対応

（1） 児童虐待防止策の充実

（2） 障がい児施策の充実

（3） 子どもの貧困対策

第４章 計画の基本目標と行動計画
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２ 基本目標と行動計画

基本理念実現のため、７つの基本目標とその行動計画を次のとおりとします。

行動計画における具体的事業（第５章 ２）を●印で示します。

１ 地域における子育て支援

少子高齢化や核家族化などの進行に加え、共働き世帯の増加など、子どもや子育て世帯の環境が

大きく変化しています。それにともない、低年齢児（0・1 歳児）からの保育の希望が高くなって

います。

子育て世帯のニーズを踏まえ、認定こども園、保育園等の教育・保育施設の受け入れの確保に取

り組むとともに、全ての子育て世帯を支援するため、家庭で子育てを行う保護者も利用できる「一

時預かり」や乳幼児及びその保護者が相互の交流や子育てについての相談、情報の提供などが受け

られる「子育て支援センター」その他「放課後児童クラブ」など、地域における様々な子育て支

援サービスを提供します。

また、妊娠期から子育て期にわたり切れ目なく支援するため、子育て世代包括支援センターで「母

子保健サービス」「子育て支援サービス」を一体的に提供し、きめ細やかな相談支援を行います。

▼行動計画

（１）教育・保育施設の整備

①認定こども園・保育園のあり方の検討と施設の整備

教育・保育施設の量の見込みに基づく必要利用定数の設定、施設整備

●幼児教育・保育事業

●待機児童をつくらないための受け皿確保

●新ふなのえこども園・成美地区公民館新築事業（R3 年度～６年度）

②保育料・副食費の軽減

町独自の保育料等無償化施策

●世帯の第 2 子以降の保育料・副食費の無償化

●世帯の３子同時入所時における第 1 子の保育料・副食費の無償化

③教育・保育の質の向上

職員配置の充実と保育教諭・保育士の確保の推進

鳥取県幼児教育センター等との連携による人材育成

●こども園・保育園職員の研修の充実

（２）地域子ども・子育て支援事業等の充実

①妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

●利用者支援事業（子育て世代包括支援センター「すくすく」）

②地域の子育て支援拠点の充実

●地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）

●休日保育室開放事業「ぽかぽかオープンデー」（R４年度～）
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③母子保健事業との連携強化

●妊婦健康診査

●乳児家庭全戸訪問事業

④多様な保育ニーズへの対応

●ファミリー・サポート・センター事業

●一時保育事業

●延長保育事業

●病児・病後児保育事業

●子育て短期支援事業

●休日保育事業

（３）子育て支援に関する情報提供

①子育て応援ガイドブック等の作成・配布

●子育て応援ガイドブック配布

●町内子育て支援マップの作成

②子育てに関する意識啓発活動

●町ホームページ・母子健康手帳アプリの活用

（４）児童の健全育成

①児童の居場所の拡充

●放課後児童クラブ 公立 4 クラブについて民間に事業委託し事業を充実（R5 年度～）

●長期休業期間児童クラブ（R２年度のみ実施）

●児童館事業

②地域主体の児童健全育成の推進

●放課後子ども教室

●自治公民館を活用した子どもの居場所づくり

③子どもの豊かな体験活動の推進

●子どもパーク

●プレーパークどんぐり

●琴浦こども塾

④心を育てる生涯学習の充実

●「10 秒の愛」※キャンペーン

●家庭教育講座

⑤経済的基盤の支援

●児童手当支給事業

●第３子以降出産祝金支給事業（R３年度廃止）

●乳幼児家庭保育支援給付事業

●チャイルドシート購入費助成事業

●チャイルドシート無料譲渡会事業

※「10 秒の愛」 ： 忙しい毎日の中で、１０秒ほど

のささやかな時間でも子どもと向き合おうという子育

ての合言葉 。
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２ 親子の健康確保と増進

母子保健は、次世代を担う子どもを健やかに育てるための基盤となるもので、妊娠・出産期か

ら子育てまでの切れ目のない支援が重要となります。近年、家庭環境の変化などにより、妊娠・

出産や育児に不安や悩みを抱える妊婦・母親が増えています。

子どもに愛情を持って向かい合い、ゆとりを持って子育てをするためには、親の心身の健康が

大切です。核家族化や共働き世帯の増加により、気軽に相談できる窓口や親同士の交流の場、子

育てに関する情報の提供が求められています。

また、生涯にわたる健康のためには、子どものときから正しい生活習慣を身につけることが大

切で、早寝・早起きの生活リズムや食事、歯みがきなどの生活習慣に関する意識を高めていく必

要があります。子どもが健やかに育ち、子育てに喜びを感じる親が増えることを目指し、妊娠期

から出産・育児期を通して、子育てに関する不安を軽減し、子どもの成長・発達に応じた適切な

支援を推進します。

▼行動計画

（１）子どもや保護者、家族の健康の確保

①母子保健事業の充実

●妊婦健康診査

●妊産婦訪問指導

●妊娠期からの地域交流拠点整備事業「プレママ・プレパパ交流会」（R 元年度～）

●産後ヘルパー派遣事業

●産後ケア事業

●新生児聴覚検査費助成（R４年度～）

●産後健康診査

●乳幼児訪問指導

●育児相談

●離乳食講習会

●乳児健康診査（3～４ヵ月・６～８ヵ月・9～10 ヵ月）

●1 歳 6 ヵ月児健康診査

●3 歳児健康診査

●5 歳児健康診査

●遊びの教室

②妊娠・出産の希望を叶えるための支援

●特定不妊治療費助成事業

●人工授精助成事業 （R４年度廃止）

●不育症治療費等助成事業（R3 年度～）

③感染症予防及び予防接種の重要性の啓発の実施

●予防接種事業

●結核予防事業
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④歯科保健事業の充実

●妊婦歯科健康診査

●フッ素塗布

●むし歯予防教室

●歯みがき教室

●フッ化物洗口

（２）「食育」の推進

①食育に関する啓発の推進

●健康づくり栄養改善推進事業

②食に関する学習機会の充実

●栄養教諭による食育啓発事業

●「食育の日」PR 事業

●こどもクッキング活動

（３）思春期保健対策の充実

①性や性感染症予防に関する正しい知識の普及及び学校での性教育の充実

●エイズ予防対策事業

●中部定住自立圏共生ビジョンに基づく事業（思春期の心と身体の健康教育事業）

②喫煙・薬物、心の問題に係る教育・相談体制づくり

●教育相談事業

（４）小児医療の充実

①小児医療体制における関係機関との連携

②医療費の助成

●特別医療費助成事業
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3 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

子どもが自己を確立し、調和のとれた心豊かな人間となるためには、家庭、学校、地域等での体

験を通じて学び、多くの人と関わりあいながら成長する必要があります。また、生命を尊ぶ重要性

を認識し、次代の親へと成長して「ふるさとを愛し未来を拓く琴浦っ子」を育成していくことが期

待されます。

子どもがたくましく生きる力を持つことができるように、地域に根ざした教育活動及び豊かな心

を育む教育活動の充実や確かな学力の向上を図り、家庭、学校、地域の連携を深めて、豊かな体験

活動の機会の拡大、教育環境の整備、今日的な教育課題の解決を推進します。

▼行動計画

（１）次代の親の育成

①小中高生及び青少年と乳幼児・高齢者との交流事業の拡充

●総合的な学習推進事業

●ジュニアリーダー養成事業

（２）子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備

①確かな学力の向上

●国基準を上回る少人数学級編成

●語学指導外国青年招致事業

●ＩＣＴ教育推進に向けたハード面の充実

●ＩＣＴ教育推進に向けた教職員の指導力の向上

②豊かな心の育成、豊かな体験活動をするキャリア教育の充実

●地域学校協働活動推進事業

●地域に学ぶ体験学習推進事業（小：梨の栽培体験学習、中：職場体験学習等）

●文化振興事業（青少年劇場巡回・小公演の開催等）

●読書推進事業

③健やかな心と体の育成

●運動部活動外部指導者派遣、部活動強化補充事業

●教育相談員事業（各中学校）

④いじめ、不登校、問題行動への未然防止と対応

●社会性を育む教育活動推進事業（hyper-QU※等各検査の実施と活用）

※hyper-QU ： （ハイパー キュー ユー）よりよい学校生活と友達づくりのアンケート。より適切な支援や

学級づくりを考えていくための取組。

●スクールソーシャルワーカー活用事業

⑤特別支援教育の充実・啓発

●インクルーシブ教育※システム推進事業

※インクルーシブ教育 ： 障がいの有無にかかわりなく、地域の中で可能な限りともに学ぶ教育の仕組み 。
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⑥信頼される地域に開かれた学校づくり

●小中学校一斉公開

●学校評議員の設置（幼保連携型認定こども園にも設置）

⑦乳幼児教育の充実

●ブックスタート

（３）家庭や地域の教育力の向上

①家庭教育への支援の充実

●家庭教育支援事業

●ペアレント・トレーニング※教室

※ペアレント・トレーニング：保護者が子どもとのより良いかかわり方を学びながら、日常の子育ての困り

ごとを解消し、楽しく子育てができるよう支援する保護者向けのプログラム

●就学支援・奨学資金貸付事業

●中学生及び高校生通学費補助

②地域と協働した子育て支援

●放課後子ども教室

●地区公民館活動事業

●自治公民館を活用した子どもの居場所づくり

（４）子どもを取り巻く有害環境対策の推進

①地域、学校及び家庭における情報モラル教育（メディア教育）の推進

●情報モラル教育の充実

②健康教育（食育、感染症等予防、危険ドラッグ・禁煙教育等）の推進
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４ 子育てを支援する生活環境の整備

子どもが健やかに育つためには、ゆとりある生活環境の整備が必要です。子育てを安心して行え

るよう利用しやすい生活道路や公園などの子どもの遊び場の整備を行い、安全で安心な町づくりを

めざします。

さらに若者の IJU ターンの足掛かりとなる「住まい」の環境を整えるために、県外から移住した

子育て世帯に、引っ越し費用や賃貸住宅の敷金礼金の助成を行います。

その他、子育て世帯に必要な移住情報の共有、病院やこども園・保育園、学校をはじめとした町

内案内や相談等、手厚いサポートを行います。また、地域全体での子育てへの理解や応援が必要で

あることから、町内の店舗や施設から子育て家庭を支援する様々なサービスを提供してもらうこと

で、地域で安心して子育できる環境づくりを推進します。乳幼児とその親が外出する際の町内の遊

び場、オムツ替えコーナー、授乳コーナーの設置場所等を示したマップを作成し、子育て家庭に情

報提供することにより、子育てしやすいまちづくりを推進します。

▼行動計画

（１）安全・安心なまちづくりの推進

①事故の危険性が高い通学路において、歩道等の整備の推進

●交通安全施設整備事業

●街路灯維持管理事業

●通学路点検

②公共施設、公共交通機関、建築物等のユニバーサルデザインの推進

③子育て世帯にやさしいキッズスペース、オムツ替えコーナー、授乳コーナー等の整備

●町内子育て支援マップの作成

（２）良好な居住環境の確保

①若者の IJU ターンの足掛かりとなる「住まい」の環境整備

●琴浦町ふるさとでの新しいライフステージ支援奨励金（R2 年度～）

（３）子どもの安全な遊び場の整備

①公園などの子どもの安全な遊び場の計画的な整備

●子どもの安全な遊び場の整備
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５ 仕事と家庭の両立（職業生活と家庭生活の両立支援）

働く人々が、それぞれの事業に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため、「働き方改

革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が平成 30 年 7 月に公布されました。

子育て世帯をめぐっては、共働き世帯の増加や子育て世代の男性の長時間労働の傾向が続く中、

男女がともに働きやすく、希望したかたちで子育てに向き合うことができる環境づくりが求められ

ています。男性が育児等のために休暇を取得することについては理解が進む一方、男性の育児休業

取得率は依然として低い状況が続いています。さらに、「夫も家事や育児を分担すべき」と考える人

が多い状況にも関わらず、家事・育児等に費やす時間は夫より妻の方が大きく上回っている現実が

あります。

そこで、事業主を対象に、子育て支援に対する意識の向上と支援策の整備をさらに進めるととも

に、全ての労働者の働き方に対する意識改革をいっそう推進する必要があります。家庭・地域・職

場・行政それぞれの視点で働き方を見直し、ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）を重

視しながら、町全体で仕事と家庭の両立を支援していきます。

▼行動計画

（１）働き方の見直し

①仕事と生活の調和の実現に向け、労働者・事業主・地域住民の意識向上を促進するととも

に、男女がともに仕事と子育てを両立できる環境を整備するための広報・啓発の実施

育児・介護と仕事を両立できる職場環境づくりを担うリーダー「イクボス・ファミボス」

の取り組みの推進

●男女共同参画推進

●企業に向けた啓発

（２）仕事と子育ての両立支援

①ニーズに合わせた保育の実施

●ファミリー・サポート・センター事業

●病児・病後児保育事業

●休日保育事業

②放課後児童クラブ事業の拡充

●放課後児童クラブ事業

公立 4 クラブについて民間に事業委託し事業を充実（R5 年度～）

●長期休業期間児童クラブ事業（R２年度のみ実施）



44

６ 子ども等の安全の確保

子どもが健やかに育つためには、親子が安心して外出・移動できる環境の整備が必要です。子ど

もの交通安全を確保するために、町や警察、教育機関等が連携して、交通安全教室の開催等により、

子どもに交通安全意識を芽生えさせるような事業に取り組んでいきます。

また、子どもを犯罪の被害から守るために、防犯灯の設置や PTA やボランティアによるパトロ

ール活動、声かけ運動の実施、子ども SOS 連絡所等の増設等、危機管理マニュアルに従って、防

犯への意識啓発を行い、犯罪の抑止・撲滅を図ります。

万一子どもが犯罪等の被害にあった時には、一刻も早く立ち直るように専門家、専門機関との連

携を強化し、適切な支援（カウンセリング等）ができるような体制を整えます。

▼行動計画

（１）乳幼児の不慮の事故防止への取り組み

①事故予防のための啓発

②事故発生時の応急処置方法の啓発

（２）交通安全の確保

①交通安全教育の推進

●交通安全思想普及啓発事業

②チャイルドシートの正しい使用の普及・啓発

（３）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

①ＰＴＡやボランティアによるパトロール活動の実施

●地域安全パトロール隊による子ども達の見守り活動

②声かけ運動の実施

③「子どもＳＯＳ連絡所」「子ども 110 番の家」等の拡充

④学校警察等連絡制度の活用

●不審者情報の共有

⑤防犯対策の推進

●児童防犯笛配布事業

（４）被害に遭った子どもの保護の推進

①カウンセリング体制の確立
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７ 要保護児童・障がい児・子どもの貧困等への対応（鳥取県施策との連携を含む）

令和元年６月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が改正され、令和元年 11 月に新たな「子

供の貧困対策に関する大綱」が策定されました。改正後の法律においては、各市町村に子どもの貧困対

策についての計画を定める努力義務が課されました。本町でも本計画の中に、子どもの貧困対策計画

を位置付け、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、

支援を必要とする家庭に、行政の支援が確実につながる仕組みを整えるとともに、関係機関の連携

による子どもの貧困対策を計画推進します。今後は実態調査を行い、町内の貧困の状態にある子ど

もや家庭状況と支援ニーズを把握し、より必要な支援が行えるよう取組みを推進します。

また、要保護児童等※や障がい児等への支援や保護者への支援は重要な課題の一つとなっていま

す。 子育て中の保護者の孤立や子育て・育児に関する不安を解消するため、子育て支援センターや

子育て世代包括支援センター等での相談体制の充実を図ります。ひとり親家庭、障がいのある子ど

ものいる家庭は様々な困難を抱えていることが多く、発達の気になる子への早期支援を行うための

保護者への障がいに対する丁寧な説明、教育・保育の充実、生活支援及び就労支援等、個々のニー

ズに合わせた施策やサービスの充実を推進します。

近年、全国的に本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話などを、子どもが日常的に

行いその責任や負担の重さにより、学業や友人関係、就職・進路等に影響が出てしまう「ヤングケ

アラー」の問題も顕在化しています。普及啓発と早期支援を行うよう取り組みます。

要保護児童等支援の必要な児童へは、要保護児童対策地域協議会※で関係機関の相互連携と協力

体制を充実し、支援を行います。

▼行動計画

（１）児童虐待防止策の充実

①関係機関との連携体制の強化

●要保護児童対策地域協議会

②発生予防、早期発見、早期対応

●養育支援訪問事業

●子育て世帯訪問支援事業（R５年度～）

（２）障がい児施策の充実

①障がい児保育・教育の充実

●障がい児保育事業

●エール巡回指導事業

●インクルーシブ教育システム推進事業

②在宅サービスの充実

●心身障がい児(者)福祉手当

●障がい者自立支援給付事業

●障がい者在宅福祉事業児童通所サービス

●地域生活支援事業
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③障がい児家庭の保護者支援の充実

●特別児童扶養手当

●特別支援教育就学奨励費(小中学校)

●保護者交流事業

（３）子どもの貧困対策

①相談体制の充実

②生活支援事業の拡充

●児童扶養手当事業

●災害遺児手当

●要保護･準要保護児童生徒就学援助事業（小中学校）

●高等職業訓練促進給付金等事業

●自立支援教育訓練給付金事業

●養育費にかかる公正証書等作成促進事業（R５年度～）

③学習支援の充実

●放課後児童クラブ学習支援事業

※要保護児童等：①保護者に監護されることが不適切であると認められる児童

②保護者のいない児童

③保護者の養育を支援することが特に必要だと認められる児童

※要保護児童対策地域協議会

： 市町村が実施主体で、要保護児童等を関係機関で情報共有しながら見守り・サポートしていく組織。
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１ 計画の実施状況の把握及び推進に向けて

子ども・子育て会議の設置

計画の推進にあたっては、各年度において計画の実施状況を把握・点検し、その結果をその後

の実施や計画の見直し等に反映させていくことが必要です。

第２期計画の推進にあたっても、子ども・子育て支援の着実な推進を図るため、引き続き子ど

も・子育て会議で、毎年度計画の実施状況について点検・評価を行っていきます。

◆「琴浦町子ども･子育て会議」における点検・評価

子ども・子育て会議において、毎年度の計画の実施状況について点検・評価を行い、見直し、

実行していく PDCA サイクルを推進します。

◆「琴浦町子ども・子育て会議」における課題の把握と協議

琴浦町の子どもや子育て家庭を取り巻く課題の把握に努め、継続的な協議を行います。保育教

諭・保育士の確保、子どもの貧困問題、地域での子どもの居場所づくり等、今後も必要に応じて

国や県などとも連携し具体的な施策や取り組みを検討します。

◆庁内関係各課との連携

担当課だけでなく、全庁的な取り組みとするために、関係課職員の連携を強化し、評価した結

果が総合的に反映される体制づくりに努めます。

ＰＬＡＮ

（計画の策定）

◆ 琴浦町子ども・子育て会議におけ

る審議等を踏まえた計画の策定

◆ 目標の設定

ＤＯ

（計画の推進）

◆ 関係各課及び様々な主体との

連携・協働による事業の実施

ＣＨＥＣＫ

（実施状況等の点検・評価）

◆ 琴浦町子ども・子育て会議におい

て、事業の実施状況を毎年度点検・評

価

ＡＣＴＩＯＮ

（事業の継続・拡充、計画の見直し）

◆ 予算編成過程における事業検討

◆ 計画中間年を目途に量の見込み・

確保方策等を見直し

第５章 計画の推進に向けて
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２ 事業の実績及び実施目標

１ 地域における子育て支援

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（１）教育・保育施設の整備

幼児教育・保育事業

①認定こども園 ６園

６園

新ふなのえこども園

基本設計

６園

新ふなのえこども園

完成

子育て応援課

②保育園 １園 １園 １園

③公立園の幼保連携型

への類型変更
２園 5 園 ５園

④待機児童数 ０人 ０人 ０人

⑤保育料・副食費の軽

減

第３子無償

第２子無償

３子同時入所無償

第３子無償

第２子無償

３子同時入所無償

継続

⑥こども園・保育園職

員の研修の充実

教育・保育研修

45 回

発達支援研修

10 回

教育・保育研修

29 回

発達支援研修

10 回

継続

障がい児保育事業 ７（２）に記載

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（2）地域子ども・子育て支援事業等の充実

地域子ども・子育て

支援事業等

①利用者支援事業

（子育て世代包括支援センター）
１ヵ所 １ヵ所 １ヵ所

子育て応援課

②地域子育て支援拠点事業

（子育て支援センター）
３ヵ所 ２ヵ所 ２ヵ所

③休日保育室開放事業

（ぽかぽかオープンデー）
― －

１ヵ所

（R4 年度～）

④子育て短期支援事業
委託契約 3 施設

利用 ６件

委託契約４施設

利用実績なし
継続

⑤ファミリー・サポー

ト・センター事業
１ヵ所 １ヵ所 １ヵ所

⑥一時保育事業 ２ヵ所 ２ヵ所 ２ヵ所

⑦延長保育事業 全園 全園 全園

⑧病児保育事業 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所

⑨病後児保育事業 １ヵ所 １ヵ所 1 ヵ所

⑩休日保育事業 １ヵ所 １ヵ所 1 ヵ所

妊婦健康診査・産後健康診査・乳児家庭全戸訪問事業 ２（１）に掲載
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事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（3）子育て支援に関する情報提供

子育て支援啓発

①子育て応援ガイドブ

ックの発行
年１回発行 年 1 回発行 年１回発行

子育て応援課

②子育て支援マップの

作成
― ― 計画期毎に更新

③ホームページ・母子

健康手帳アプリの活

用

随時活用 随時活用 充実

事業名 内容
平成 30 年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（4）児童の健全育成

放課後児童クラブ事

業

①放課後児童クラブ
５ヵ所

定員 230 人

５ヵ所

定員 2５0 人

5 ヵ所

定員 230 人

（R5 年度から公

立 4 クラブは民間

に事業委託）

子育て応援課

②長期休業期間児童ク

ラブ
― ―

R２年度のみ実

施。（R３年度か

らは、各クラブで

の受入れ体制を整

備。）

③放課後児童指導員の

研修の充実
― ― 月 1 回程度実施

④放課後児童支援員の

配置
13 人 15 人

各クラブ 3 人以上

（研修修了者 15

人）

地域における子ども

の居場所づくり

自治公民館を活用し

た子どもの居場所づ

くり

― 1 ヵ所 ３ヵ所

児童館事業

「遊び」を通じた健全

育成のための事業及

び児童への遊び場の

提供

２ヵ所 2 ヵ所 ２ヵ所 人権・同和教育課
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事業名 内容
平成 30 年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（4）児童の健全育成（続き）

子どもの豊かな体験

活動の推進

①子どもパーク

（小学生を対象に、も

のづくり体験を通し

て創造力・生きる

力・科学や技術で学

ぼうとする力を育

む）

20 回 18 回 継続

社会教育課

②プレーパークどんぐ

り（外遊びを通して

自分の責任で自由に

遊び、高齢者との触

れ合いを目的に実

施）

月１回 月１回 継続

③琴浦こども塾

（町内の小学4年生～

中学１年生を対象に、

礼儀作法や地域の自

然・歴史を通した体験

学習を実施）

21 回 19 回 19 回

児童厚生施設事業

①家庭教育講座

３（３）に掲載

②放課後子ども教室

子育て世帯経済的

支援

①児童手当支給事業 実施 実施 継続

子育て応援課

②第３子以降出産

祝金支給事業
47 件 ―

R３年度

事業廃止

（他事業を充実）

③乳幼児家庭保育支援

給付事業
80 件 80 件 継続

④チャイルドシート購

入費助成事業
89 件 56 件 継続

⑤チャイルドシート無

料譲渡会
14 台 16 台

他機関への移行も

検討

「10 秒の愛」キャン

ペーン

子育ての合言葉として

「10 秒の愛」を普

及

保護者の認知度

84％

保護者の認知度

９２％

保護者の認知度

100％
社会教育課
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2 親子の健康確保と増進

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（1）子どもや保護者、家族の健康の確保

母子保健事業

①妊婦健康診査 延 1,416 件 延 1140 件 １００％

子育て応援課

②妊産婦訪問指導 延 131 人 延 316 人 １００％

③乳幼児訪問指導

（乳児家庭全戸訪問事業）
124 人 113 人 １００％

④育児相談 137 人 125 人 ６５％

⑤離乳食講習会 55 人（6 回） 29 人（5 回） ３０％

⑥乳児健康診査

(3～4 ヵ月）

135 人

（98.5％）

106 人

（99.1％）
100%

⑦乳児健康診査

（6～8 ヵ月）

121 人

（97.6％）

103 人

（97.1％）
100%

⑧乳児健康診査

（9～10 ヵ月）

108 人

（82.0％）
87 人（95.6％） 90%

⑨1 歳 6 ヵ月児

健康診査

126 人

（97.7％）
99 人（95.1％） 100%

⑩3 歳児健康診査
119 人

（99.2％）

129 人

（97.7％）
100%

⑪5 歳児健康診査 29（93.5％） 18 人（100％） 100%

⑫遊びの教室 年 11 回 年 10 回 継続

⑬プレママ・プレパパ

交流会
R 元年度～

コロナにより

未実施
継続

⑭産後ヘルパー 1 人 0 人 継続

⑮産後ケア事業 Ｈ30 年度～
母子 2 組

延べ 1２日
継続

⑯産後健康診査 R 元年度～ 延 197 人
ハイリスク産婦フォロー

100％

⑰新生児聴覚検査費助

成
R４年度～ ― 継続

⑱特定不妊治療費助成

事業

17 人

（32 回分）

7 人

（15 回分）
継続

⑲人工授精助成事業
4 人

（12 回分）

6 人

（14 回分）

令和４年度

事業廃止

（保険適用になっ

たため）

⑳不育症治療費等助成

事業
R３年度～ ― 継続
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事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（1）子どもや保護者、家族の健康の確保（続き）

予防接種事業

①【定期予防接種】

乳幼児や児童・生徒

を対象に、ＢCG・B 型

肝炎・ヒブ・肺炎球

菌・不活化ポリオ・四

種混合・麻疹・風疹・

二種混合・日本脳炎・

子宮頸がん・水痘の予

防接種を実施

実施 実施 継続

子育て応援課

②【任意予防接種】

希望する乳幼児や児

童・生徒・成人に対し、

おたふくかぜ、季節性

インフルエンザ、ロタ

ウイルス等の予防接

種費用を助成

実施 実施 継続

歯科保健事業

①妊婦歯科健康

診査

41 人(33.6％)

H29 年度交付分

（６月末時点）

48 人(44.4％)

R2 年度交付分
50％

②フッ素塗布 97.8％ 91.1％ 100%

③むし歯予防教室 全園実施 全園実施 継続

④歯みがき教室 45 人 31 人（２7.4％） 50％

⑤フッ化物洗口 全園実施 全園実施 継続

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（２）「食育」の推進

健康づくり

栄養改善推進事業

食生活改善推進員や栄

養士等が小学校・保育

園等で食育活動

７回 ０回 ７回

子育て応援課食育の日ＰＲ事業
各保育園・こども園で

食育の日をＰＲ
月１回 月１回 月 1 回

こどもクッキング活

動

各保育園・こども園で

年長児に調理実習・栄

養指導を実施

６園

（12 回）
０園 全園

食育啓発事業
各小中学校で栄養教諭

による食育授業を開催

栄養教諭とのＴＴ

授業及び給食時間

の指導 179 回

栄養教諭とのＴＴ

授業及び給食時間

の指導 123 回

継続 学校給食センター
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３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（3）思春期保健対策の充実

エイズ予防対策事業

各中学校の生徒

を対象に性感染

予防を実施

各中学校で講演会

を実施

感染症予防・病気予

防の学習で実施し

た

継続
教育総務課

子育て応援課

中部定住自立圏共生

ビジョンに基づく事

業（思春期の心と身

体の健康教育事業）

思春期保健の知識の普

及・啓発について、

小・中・高の教育体

制の構築

講演会の実施

（中部地区合同開

催）

中部地区小中学校

の養護教諭へのア

ンケート実施

継続 子育て応援課

教育相談事業 スクールカウンセラー、相談員の配置 ３（２）に掲載

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（4）小児医療の充実

特別医療費助成事業

小児（18 歳に達する

年度末まで）、特定疾

病、ひとり親家庭、身

体障がい(1･2 級)、精

神障がい（１級）、知的

障がい(A)の者の医療

費を助成

給付実績（小児）

件数：30,709 件

助成額：51,744

千円

給付実績（小児）

件数：25,467 件

助成額：48,705

千円

継続 すこやか健康課

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（1）次代の親の育成

総合的な学習推進事

業

小中学生による幼児施

設、高齢者施設の体

験及び交流

幼児交流全小中学

校高齢者体験交流

５校

こども園年長児と

小学５年生の手紙

等による交流中学

校はコロナのため

に中止

継続 教育総務課

ジュニアリーダー

養成講座

ジュニアリーダー人材

育成のためサークル活

動を実施

実施 未実施 継続 社会教育課
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事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（2）子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備

国基準を上回る少

人数学級編成

きめ細かな指導を充

実させるため､30 人

学級等を導入

実施 30 人以下学

級(小 1～2)

35 人以下学級

実施 30 人以下

学級(小 1～2)

35 人以下学級

継続

教育総務課

語学指導外国青年

招致事業(中学校)

英語授業の補助等を

目的に、英語指導助手

の受け入れを行う

各中学校１人ずつ配置

各小学校月１回訪問

各園月１回訪問

赤碕中学校に配置

（東伯中学校へ隔週

指導実施。東伯中へ

１名の配置予定）

継続

ＩＣＴ教育推進に

向けたハード面の

充実

学習環境の整備に向

け、児童生徒１人１台

のタブレットを導入

５人に１台配備 1 人 1 台配備 １人１台配備

ＩＣＴ教育推進に

向けた教職員の指

導力の向上

ＩＣＴ支援員を導入

し、効果的に授業で活

動できる教職員数の

増加

70％ 90％ 90％

地域学校協働活動

推進事業

ボランティアコーデ

ィネーターの配置及

びボランティア保険、

活動経費

コーディネーター各

校１名配置

ボランティア保険

１６３人

コーディネーター

各校１名配置

ボランティア保険

１６１人

継続

地域に学ぶ

体験学習推進事業

小学校梨栽培体験

中学生町内職場体験学習

（わくわく体験学習）

梨栽培：全小学校

町内職場体験学習：

各中学２年生

梨栽培：全小学校

中学校→コロナに

より中止

継続

文化振興事業

青少年劇場巡回･小公

演の開催、郷土歴史学

習等の実施

青少年劇場２校

他の芸術鑑賞６校

町内社会科見学全小

学校実施

青少年劇場コロナ

のために中止

町内社会科見学全

小学校実施

継続

部活動強化補充事

業

運動部活動外部指導

者派遣等

赤碕中学校：

1 名

東伯中学校：2 名

赤碕中学校：

０人

東伯中学校：２人

継続

教育相談員事業

(中学校)

生徒が抱えている悩

みやストレス等を軽

減するため､スクール

カウンセラー、相談員

を配置

スクールカウンセラー

東伯中学校区２人

赤碕中学校区１人配置

相談員

各中学校に１人配置

スクールカウンセラー

東伯中学校区２人

赤碕中学校区１人配置

相談員

各中学校に１人配置

継続

社会性を育む教育

活動推進事業

いじめ問題等の未然

防止や早期発見、対応

す る た め に hyper-

QU を活用する。

hyper-QU

年２回実施 hyper-QU

年２回実施
継続
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事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（2）子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備（続き）

スクールソーシャル

ワーカー活用事業

スクールソーシャルワ

ーカーの配置と各学校

相談、事例への対応

教育総務課に配置

(2 人)

全小中学校へ

随時訪問、支援

教育総務課に配置

（1 人）
継続

教育総務課
インクルーシブ教育

システム推進事業

特別支援コーディネー

ターの配置

教育総務課に配置

（1 名）

教育総務課に配置

（1 人）
継続

小中学校一斉公開
一斉公開と評価やアン

ケートの実施
年２回

一斉公開はコロナ

により中止

評価とアンケート

は実施

継続

学校評議員の配置

(幼保連携型認定こ

ども園・小中学校)

学校・園運営について

意見や助言を受けるた

めの評議員を配置

各小中学校

4･5 人配置

委員会年 2 回

各小中学校

こども園

4･5 人配置

委員会年 2 回

継続

（R5 年度から小

中学校は学校運営

協議会に移行）

教育総務課

子育て応援課

読書推進事業

図書や木のおもちゃの

貸出し、おはなし会や

イベントの開催等

団体貸出

各保小月１回

おはなし会

週 1 回

団体貸出

各保小月１回

おはなし会

週 1 回

移動図書は、令和

2 年度から廃止

継続 社会教育課

ブックスタート

乳幼児期の子どもがい

る家庭に絵本を配り、

本に親しみ、楽しさを

知り、親子のふれあい

を深める

６ヵ月健診６回

３歳児健診７回

６ヵ月健診６回

３歳児健診７回
継続 社会教育課
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事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

事業実施量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（３）家庭や地域の教育力の向上

家庭教育支援事業

家庭教育講座

各小中学校・子育て支

援センターで実施

小学校 ４回

子育て支援センタ

ー ５回

小学校 ２回 継続 社会教育課

ペアレント・トレー

ニング教室

各こども園・保育園

子育て世代包括支援セ

ンターで開催

―

実施なし（子育て

世代包括支援セン

ター）

１０回 子育て応援課

地域と協働した子育

て支援
自治公民館を活用した子どもの居場所づくり １（４）に掲載

放課後こども教室

子どもの居場所づくり

に向けた週末、放課後

の活動を実施

２地区公民館 １地区公民館 拡充

社会教育課

地区公民館活動事業

各地区公民館で地域の

特色のある体験活動等

の事業を実施

全地区公民館 全地区公民館 継続

奨励金給付事業
琴浦町進学奨励金

給付

高校生 131 人

専修学校・大学生

76 人

高校生 91 人 高校生 継続

教育総務課

林原育英奨学資金
大学、高校、各種学校

進学資金貸し付け
１件 ２件 継続

中学生及び高校生

通学費補助

古布庄・以西地区及び

法万・杉地・野田・福

永・倉坂・大杉から通

学する生徒の通学費を

補助

中学生 30 人

高校生 17 人

中学生 36 人

高校生 ６人

拡充

（Ｒ２年度から山

田・森藤・上光

好・上中村を追

加）

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（４）子どもを取り巻く有害環境対策の推進

情報モラル教育の充

実

ネット犯罪に巻き込ま

れないよう、危険性や

使い方など、各校で発

達段階に合わせた情報

モラル教育を実施する

実施 実施 継続 教育総務課
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４ 子育てを支援する生活環境の整備

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（1）安全・安心なまちづくりの推進

交通安全施設整備事

業

交通事故防止のため、

ガードレール、カーブ

ミラー等を設置

カーブミラー及び

ガ ー ド レ ー ル 設

置・修繕８箇所

カーブミラー新設

4 箇所・修繕 11 箇

所、ガードレール修

繕 0 箇所

要望に対して適切

に対応する

建設住宅課

総務課

街路灯維持管理事業
街路灯の新設及び

修繕

LED 街路灯更新・修

繕１０基、新設１基

LED 街路灯新設 9

基、修繕１１基

要望に対して適切

に対応する
建設住宅課

通学路安全点検
通学路の危険箇所確

認、安全点検

8 月９日～1０日の

2 日間に実施
8 月５日に実施 年 1 回実施

建設住宅課

（警察、学校）

教育総務課

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（２）良好な居住環境の確保

琴浦町ふるさとでの

新しいライフステー

ジ支援奨励金

県外から移住した子育

て世帯に、引っ越し費

用や賃貸住宅の敷金礼

金を助成する

R２年度～ １世帯支給 必要に応じて支給 企画政策課

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（３）子どもの安全な遊び場の整備

子どもの遊び場の整

備

町内の公園等を整備し

子どもの遊び場を充実

する

必要に応じて実施

赤碕ふれあい広場

（通称：タコ公園）

の整備に向け、ワー

クショップを開催

し詳細設計を行う

必要に応じて実施 関係課

子育て支援マップ 子育て支援マップの作成・啓発 1（３）に掲載
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5 仕事と家庭の両立

６ 子ども等の安全の確保

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（1）働き方の見直し

男女共同参画推進

男女共同参画社会の形

成に向けて、各種啓発

活動等を行う。

実施 実施 継続 企画政策課

企業に向けた啓発

子育てに関する企業の

理解を深め、仕事と家

庭の両立ができる環境

の整備を図る

啓発チラシの配布

人権・同和企業部

会の研修案内通知

発送

継続 商工観光課

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（２）仕事と子育ての両立支援

仕事と子育ての両立

支援

① ファミリー・サポート・センター

１（２）に掲載② 病児・病後児保育

③ 休日保育

④ 放課後児童クラブ
１（４）に掲載

⑤ 長期休業期間限定児童クラブ

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（1）交通安全の確保

交通安全思想の普及

啓発事業

交通安全思想の普及･

浸透を図り正しい交通

マナーを習慣づける

交通安全教室

９回

自転車りんりん指導

2 回×２ヵ所

交通安全教室

９回

自転車りんりん指導

2 回×２ヵ所

交通安全教室 拡充

１０回

自転車りんりん指

導 継続

（２回×２ヵ所）

総務課

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

児童用防犯笛配布事

業

小学１年生に防犯笛を

配布

全小学１年生（寄

付によるもの）

全小学１年生（寄

付によるもの）
継続 教育総務課

地域ぐるみの学校安

全体制整備事業

①地域安全パトロール

隊による子ども達の

見守り活動

９地区

実施
実施 継続 社会教育課

②不審者情報提供によ

る注意喚起
随時 随時 継続

教育総務課

社会教育課
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７ 要保護児童・障がい児・子どもの貧困等への対応（鳥取県施策との連携を含む）

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（１）児童虐待防止策の充実

要保護児童対策事業
要保護児童対策地域協

議会

取扱い案件

６０件

取扱い案件

７７件
充実

子育て応援課

養育支援訪問事業

子育てに対して不安や

孤立感を抱える家庭に

家庭訪問し、養育に関

する指導・助言等を行

う。

２件
３件

（延べ１０件）
継続

子育て世帯訪問支援

事業

（R5 年度～）

要支援児童、要保護児

童及びその保護者、特

定妊婦等を対象に家庭

訪問を行い、家事援助

を行う。

－ － 必要に応じて実施

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（２）障がい児施策の充実

障がい児保育事業

障がい児及び支援の必

要な児に支援保育士を

配置

配置保育士 17 人

対象児 18 人(2:1

の対応有)

配置保育士 1４人

対象児 1７人(2:1

の対応有)

継続

子育て応援課

エール巡回指導

鳥取県発達障がい者支

援センター指導員によ

る指導

年 10 回 年 7 回 継続

心身障がい児(者)福

祉費

心身障がい児に対し､

補装具の交付及び修理

費用の給付

実人数 5 人

延べ 10 人

実人数２人

延べ５人
継続

福祉あんしん課

障がい者自立支援給

付事業

障害者総合支援法の

下、障がい児への

ホームヘルプサービス

提供

0 人 ０人
必要に応じて

実施

児童通所サービス

児童福祉法の下、障が

い児へのサービス提供

（児童発達、放課後等

サービスなど）平成２

４年４月から実施

医療型児童発達支援

実２人延べ 24 人

児童発達支援

実 3 人延べ 20 人

放課後等デイサービス

実25 人延べ 252 人

保育所等訪問支援

実 3 人 延 べ 6 人

医療型児童発達支援

実 1 人延べ９人

児童発達支援

実７人延べ６０人

放課後等デイサービス

実3３人延べ323人

保育所等訪問支援

実８人延べ 12 人

継続
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事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（２）障がい児施策の充実（続き）

地域生活支援事業

障害者総合支援法の

下、障がい児へのサー

ビス提供（移動支援、

日中一時支援）

移動支援

実人数 2 人

延べ 23 人

日中一時支援

実 17 人

延べ 152 人

移動支援

実人数０人

延べ 0 人

日中一時支援

実 1８人

延べ 147 人

継続

福祉あんしん課

特別児童扶養手当

身体等に障がいのある

20 歳未満の児童を養

育している父母等に手

当を支給

45 人

1 人当たり月額

1 級：51,700 円

2 級：34,430 円

68 人

1 人当たり月額

1 級：52,５00 円

2 級：34,970 円

継続

特別支援教育就学奨

励費(小中学校)

特別支援学級に在籍す

る児童・生徒の給食

費、修学旅行費、学用

品費等の一部を補助

小学校３６人

中学校 ７人

小学校４１人

中学校２１人
継続 教育総務課

特別支援教育の充実 インクルーシブ教育システム推進事業 ３（２）に掲載

保護者交流事業

発達支援の必要な子を

持つ保護者のピアカウ

ンセリング及び療育指

導

６回

延べ 21 人

6 回

延べ 24 人 継続 子育て応援課

事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（３）子どもの貧困対策

児童扶養手当事業

離婚等により、父又は

母により養育されてい

る児童(18歳になった

年度末まで)を養育し

ている者に手当を支給

(所得制限あり)

継続

42,500 円/月

を上限に支給

継続

43,160 円/月

を上限に支給

継続

福祉あんしん課

高等職業訓練促進給

付金等事業

母子家庭の母又は父子

家庭の父が、資格を取

得するために養成機関

で修業する場合に、給

付金を支給

１人 １人 継続
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事業名 内容
平成３０年

実施事業量等

令和３年

実施事業量等

令和６年

目標事業量
関係機関等

（３）子どもの貧困対策（続き）

自立支援教育訓練給

付金事業

母子家庭の母又は父子

家庭の父が、雇用保険

制度の教育訓練給付の

指定講座等を受講した

場合に、本人が支払っ

た費用の６割相当額を

支給

０人 ２人 継続

福祉あんしん課

養育費にかかる公正

証書等作成促進事業

（令和５年度～）

養育費の取り決めの債

務名義化を促進するた

め、母子家庭の母又は

父子家庭の父に対し、

公正証書作成等にかか

る費用を助成

― ― ５人

要保護･準要保護児

童･生徒援助費

(小中学校)

経済的理由によって就

学が困難な家庭の児

童・生徒に対し､給食

費､修学旅行費､学用品

費等を補助

要保護 ６人

準要保護１４８人

要保護 ２人

準要保護１５７人
継続 教育総務課

災害遺児手当

交通事故又は労働災害

で父や母を亡くした、

義務教育修了前の児童

を扶養している保護者

に、手当を支給。【支給

額】児童１人につき

3,000 円/月

０件 ０件 継続

子育て応援課

学習支援事業
放課後児童クラブでの

学習支援の実施
１カ所 ４カ所 継続
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◆子ども・子育て会議条例

琴浦町条例第 ２５号
平成 25 年９月３０日

（設置）
第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項の規

定に基づき、琴浦町子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条 子育て会議は、法第77条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。

（組織）
第３条 子育て会議は、委員16人以内をもって組織する。
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(１) 学識経験者
(２) 子育て当事者
(３) 法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(４) 児童福祉行政に携わる者
(５) その他町長が特に必要と認める者
３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。
４ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）
第４条 子育て会議に会長及び副会長1人を置く。
２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
３ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。

（会議）
第５条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開

かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、町長が召集する。
２ 子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
３ 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。

（部会）
第６条 子育て会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
３ 部会に部会長を置き、会長が指名する。
４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職

務を代理する。
５ 前条（第１項ただし書を除く。）の規定は、部会の会議について準用する。

（意見の聴取等）
第７条 子育て会議（部会を含む。）は、議事において必要があると認めるときは、関係者に対し、

会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（庶務）
第８条 子育て会議の庶務は、子育て応援課において処理する。

（委任）
第９条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議

に諮って定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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◆第２期 琴浦すくすくプラン策定の経過

実施年月日 内 容

平成 31 年 1 月

平成 31 年 4 月

～

令和元年 9 月

令和元年 10 月

令和２年 1 月

令和 2 年 2 月

令和 2 年２月～３月

令和２年３月

◇改訂までの経過

令和 3 年６月～7 月

令和３年 8 月～10 月

ニーズ調査の実施

・就学前児童をもつ保護者 調査票回収数 461 部

・小学生児童をもつ保護者 調査票回収数 528 部

ニーズ調査の集計・分析

第 11 回子ども・子育て会議

第 12 回子ども・子育て会議

第 13 回子ども・子育て会議

計画案のパブリックコメントを実施

第 2 期計画策定・公表

中間見直しにむけたニーズ調査の実施

・就学前児童をもつ保護者 調査票回収数 344 部

・小学生児童をもつ保護者 調査票回収数 472 部

ニーズ調査の集計・分析

令和 3 年 11 月 第 14 回子ども・子育て会議

令和 4 年 11 月 第 15 回子ども・子育て会議

令和５年２月 第 16 回子ども・子育て会議

令和 5 年２月～３月 改訂案のパブリックコメントを実施

令和 5 年３月 第 2 期計画改訂・公表
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◆令和元年度 子ども・子育て会議委員名簿 （令和 2 年 3 月現在）

区 分 氏 名 備 考 人数

学識経験者

鳥取大学 地域学部

地域学科 人間形成コース

准教授

畑 千鶴乃

【会長】
3

元教育長 永田 武

保育リーダー 山本 真理子

子育て当事者

小学校 PTA 連合会代表 杉山 太郎

【副会長】

1

保育園保護者会連絡協議会

代表

福田 真幸

2

入江 翠

子ども・子育て支援

に関する事業に従事

する者

赤碕こども園長 片桐 隆嗣

園長代表 4

みどり保育園長 島本 祐子

こがねこども園長 河本 晴美

ことうらこども園長 福本 博美

琴浦町社会福祉協議会

事務局長
小代 ひとみ 事業所代表 1

児童福祉・教育行政

に携わる者

民生児童委員

(主任児童委員)

倉長 幸代
代表

4

浪花 恵子

赤碕小学校長 小木 佐智子 小中学校長代表

副町長 山口 秀樹 町行政代表
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◆令和４年度 子ども・子育て会議委員名簿 （令和 5 年 3 月現在）

区 分 氏 名 備 考 人数

学識経験者

鳥取短期大学 幼児教育保

育学科 准教授
伊奈 公子

【会長】 3元教育長 永田 武

町教育・保育研修講師 山本 真理子

子育て当事者

小学校 PTA 連合会代表 秦野 伸也 1

保育園保護者会連絡協議会

代表

都田 雅和

2

竹田 佳弘

子ども・子育て支援

に関する事業に従事

する者

赤碕こども園長 徳田 憲生

園長代表 4

みどり保育園長 島本 祐子

しらとりこども園長 河本 晴美

ふなのえこども園長 大場 紀恵

琴浦町社会福祉協議会

事務局長
西本 行則 事業所代表 1

児童福祉・教育行政

に携わる者

民生児童委員

(主任児童委員)

倉長 幸代

【副会長】
4

浪花 恵子

浦安小学校長 竹本 和博 小中学校長代表

副町長 田邉 正博 町行政代表
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